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別紙① 

 

「介護予防・日常生活支援総合事業：第１号訪問介護事業」金額表  

 

※自己負担分は１割・２割又は３割となります。  

 

訪問介護相当サービス（独自）１ヵ月当たり  

区分 請求額 保険分 自己負担分 

訪問型サービスⅠ  

１週間に１回程度必要と認

められたご利用者  

１１ ,７６０円 １０ ,５４８円  １,１７６円 

訪問型サービスⅡ  

１週間に２回程度必要と認

められたご利用者  

２３ ,４９０円 ２１ ,１４１円  ２,３４９円 

訪問型サービスⅢ  

１週間に２回程度を超える

必要が認められたご利用者  

３７ ,２７０円 ３３ ,５４３円  ３,７２７円 

  

＜その他留意事項＞  

（１）「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国  

で定められた標準的な所要時間です。 

（２）上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間では  

なく、介護ケアマネジメントに基づき決定されたサービス内容を行  

うために標準的に必要となる時間に基づいて介護予防・日常生活支  

援サービス費体系により計算されます。  

（３）２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、 

ご契約者の同意のうえで、通常の利用料金の２倍の料金をいただき  

ます。 

  ＊２人の訪問介護員でサービスを行う場合（例）  

  ・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合  

  ・暴力行為等が見られる方へサービスを行う場合  
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（４）その他加算について、自己負担分は、１割・２割又は３割とな  

ります。 

 

①  新規に訪問介護計画を作成したご利用者に対して、サービス

提供責任者が、初回若しくは初回訪問の属する月に自ら訪問

介護を行った場合に以下の加算を算定できるものとします。  

初回加算 １回につき２，０００円  

②  介護職員処遇改善加算として、算定要件に合致する場合に以

下の加算率の金額を利用料金に上乗せします。  

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  

所定単位数に13.7％を乗じた単位数  

（５）ご契約者がまだ介護認定を受けていない場合には、サービス利  

用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要支援又は要介護の認

定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険又は、介護給付か

ら払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画または介護

予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。

償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要

となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。  

（６）介護保険または介護予防からの給付額に変更があった場合、

変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。  


